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第 1章計画の基本理念

¥ 

lL 

1 基本理念

教育基本法において、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生

を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆ

る揚所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのでき

る社会の実現が図られなければならない。J(第 3条〉と示されています。

これからの社会において、町民が学習を通じてより良い人生を実現する

ととちに、学習成果を家庭や地I或に還元し、本町の持続的な発展を支える

上で生涯学習の使命は重要です。

「学びの揚を通じて、 1人ひとりが活躍し、人と人とが繋がり、学んだ

知識や経験を地鼠づくりに活かせる、活力のある川島町を目指していく」

という視点から以下のとおり基本理怠を掲げます。

基本理念 1人ひとりの輝きで

つなげる未来のまちづくり

¥ 

2 3つの観点

基本理念を踏まえて、 9ページ以降の基本目標実現に向け、施策や主な

取り組みを実施していきます。なお、次の3つの観点を重視しながら取り

組むことで、生涯学習を通じて学んだ町民が、学びの成果を実際の地i或社

会で役立て、さらに地域で活動を始めた町民が、再び生涯学習の揚に戻る

ことで、 『学びの循環』が生まれます。学習活動を通 じて、「社会が人を青

み、人が社会をつくる」学びの循環を目指します。
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惨習活動のきっかけづくり|

町民の生涯学習・スポーツ活動への積極的な参加を促進するため、学びの

楽しさや大切さに興味関I~\ を持ってもらえるよう、僚/マな手法を活用して情

報鑓供レ、 「学びのきっかけづくり」を推進します。

|多憾な学習繊会の狸供|

生涯学習を取り巻く環境の変化、多岐にわだる学習ニーズに対応するだめ、

幅広い分野の学習機会を提供します。

惨ぴを活かしたコミュニティづくり|

学びにより得られた知識や経験が、地鼠社会に還元される、活力あるコミ

ュニティの形成を目指します。

~基本理念~

1人ひとりの輝きで つなげる未来のまちづくり

学習活動のきっかけづくり

.情報鑓供の充実

・参加しやすい環境整備

コミュニティづくり

.学習成果の発表活用の渇の纏供 " -人初パンクの充実、人将育成
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第2章計画の概要

1 計画策定の経緯

川島町では、平成4年 11月に「生涯学習推進のまちj 宣言を行い、平

成5年 3月には「第 1次川島町生涯学習推進総合計画」を策定し、 r1人 1

学習、 1人 1スポーツ、 1人 1ボラシティ YJを合言葉に生涯学習の推進

に取り組んできました。

しかし、平成 12年度以降から傾向がみられている人口減~、少子高齢

化の進行、ライフスタイルや学習ニーズの多機化など、地I或課題ち複雑に

なってきています。特に、人口減少と高齢化の進行は町の課題です。こう

した社会変化等に対応していくため、柔軟な思考力、身につけた知識や妓

能を活用して複雑な課題を解決する力、他者との関係を築く力などの総合

的な「知」と、それを支える学習環境づくりが強く求められるようになり

ました。

一方、本町では、平成 23年度を初年度とする「第5次川島町総合娠興

計画」において、「人・自然・景観を大切にした魅力あふれるまちづくり」

を基本理怠の 1つとし、「住む人に快適を 訪れる人に活力を 笑顔で人が

つながるまち かわじま」をまちの目指す将来像に掲げています。総合振

興計画の7つの大綱の 1つには「自己実現を支援する生涯学習のまちづく

り」として、芸術・文化の振興、スポーツ・レクリ工ーションの充実など、

まちの将来像の実現に向けた生涯学習活動の方針を示しました。

このような、社会的背票や町の取り組みの流れを受け、「第4次川島町生

涯学習推進総合計画〈平成 23年度~平成 27年度)Jの計画期間満了にあ

たり、新たな計画として「第5次川島町生涯学習推進総合計画〈平成 28

年度~平成 32年度)Jを策定するものです。

2 計画の性格

本計画は、第5次川島町総合振興計画・後期基本計画の下位計画になり

ます。総合娠興計画では、「住む人に快適を 訪れる人に活力を 笑顔で人

がつながるまち かわじま」を将来像に掲げ、まちづくりの推進に取り組

んでいます。本計画は町の将来像の実現のため、生涯学習に関し、より個
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創的で具体的な取り組みを示したちのとなっています。

川島町総合振興計画

その他の計画

J}整
川島町生涯学習推進総合計画

また、生涯学習に閲する諸計画は本計画を最上位計画とし、以下の概怠図の

とおりの梅成になっています。本計画の下位計画として、年間事業計画、さら

にその下位計画とレて、学習プログラムが位置附けられます。そして、学習プ

ログラムが年間事業計画の目標を達成する手段であり、年間事業計画が本計画

を実現するだめの手段という枠組みになっています。

【概怠図〕

生涯学習挺進舗合計画〈本計画〉

中・畏期的な展望のもと 年間事業計画

につくられる、年次的な 年間に行うすべての学 学習プログフム

支纏計画 習機会、学習支援を総 個々の事業の目的・主

期間 :5年間 合的かつ体系的にまと 旨に基づいてつくられ

めた実施計画 る詳細な運営・展開の

期間:1年 計画
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3 計画の期間

本計画は中・長期的な方向性を示すものであること、まだ、上位計画で

ある第5次川島町総合振興計画・後期計画との整合性を図るため、平成2

8年度 (2016年〉から平成 32年度 (2020年〉の5年間とします。

4 計画の施策体系

基本理念の実現に向けて取り組む計画の施策体系を、次のとおり定め

ます。

基本目標 6項目

施策 24項目

主な取り組み 55項目
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第 3章 生涯学習に関する川島町の課題と対策

本町の生涯学習に関する課題と対策は、以下の6点です。

匿劃いつでち、自由lこ学習機会を選択して学15¥ことができる環腕、より

一層整備する必要性があることです。生きがいを持ちながら、仲間とともに学

び続け、そのことが地域づくりや紳を青むことにつながるよう、文化協会やサ

ークル活動の支援、地区公民館活動の活性化、幅広い分野・ライフステージに

応じた学習機会を提供する必要があります。また、学校規模適正化に伴う空き

教室等の有効活用の償討が必要です。

匿直文部科学省の調査によると、地域の教育力が値下していると報告され

ています。その原因は、地域の安全上の問題から、子ども同士・地i或の大人と

交流する機会が減ったこと、地域に対する親近感が薄れていることなどが考え

られています。そのため、これまでも成果を上げている地域子ども教室を、家

庭、地域、学校と連携しながら、さらに充実させるととちに、子どもの体験学

習指導者の育成を引き続き実施します。また、地域全体で子どもを育む環境を

構築するために、社会教育と学校毅育の連携を推進する必要があります。

匿薗家庭の教育力の低下についてち、様々な調査で多くの人が実感してい

ることが報告されています。その原因は、しつけや教育の仕方が分からない親

の増加、しつけや養育に親が無関山であること、子どもに対して親が過保護で

あることなどが考えられています。そのため、「親の学習」の准進、家庭教育

情報の提供、家庭教育指導者の育成・支援、そしてそれらの施策の効果を検証

レ、よりよい政策提言を行うための調査研究を行うu>5i要があります。

匡冨生涯にわたり健康を維持しながら生活することの実現です。いつま

でも健康的な生活を送ることは誰ちが願うことです。また、医療費や介護給{寸

費の上昇は本町の大きな課題になっています。生涯を通 じて健康であるために、

スポーツやレクリ工ーションの機会充実や、活動環境を整備する必要がありま

す。
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匡酉町内の伝統芸能は後継者不足等により、継京していくことが困難な団

体が増えています。本町の誇るべき郷土の伝統芸能である獅子舞や万作踊りな

どを保寄・継京していくため、発表機会の充実や、保容会などの育成・支援を

図るととちに、川島町の伝統文化や文化財について学ぶ機会を充実させ、まだ、

文化 ・芸術の振興のだめ、活動の目標となる中央文化展の充実に努める必要が

あります。

匡置国際化、情報化、少子高齢化、人権問題、地域福祉など、地域社会

の変化に対応する学習の充実が求められています。そのためには、正しい知識

を学び、適切な選択と判断ができるように、男女共同参画に関する学習、人権 ・

同和問題に関する学習、学習ボランティアの支援などを推進する必要がありま

す。
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第4章 基本目標と主要施策と主な取り組み

|基本目標 1 生きがいづくりと多様な学習活動の振興と支援|

施策 (1) 社会教育委員等の活動推進

社会教育委員は社会教育活動の第三者評価機関として重要な役割があり

ます。社会教育委員による評価や提言をもとに、事業改善につなげていき

ます。また、生涯学習挺進会議は生涯学習の統括的組織として位置づけ、

審議内容を生涯学習実践に反映していきます。

(主な取り組み〉

①社会教育委員・生涯学習准進会議の活動推進

施策(2) 社会教育団体の育成と活動支援

社会教育を効果的・効率的に実施するには、社会教育団体の活性化が大

切な要因です。そのため、社会教育団体の自主的な活動を支援します。ま

た、社会教育団体の一般町民向けの講座開設を支援し、町民の学習ニーズ

を満たすとともに、団体活動の活性化を目指します。

(主な取り組み〉

①文化協会・体育協会の活動支援

②サークル活動団体の育成と支援

③活動団体の主催する自主講座の開催支援

④子ども会活動の充実と活動支援

施策 (3) 生涯学習推進体制の整備

生涯学習を推進する上で社会教育施設の整備・充実が望まれます。施設

利用の工夫や利用者ニーズに応えることで、利用者の満足度の向上を目指

します。また、職員体制を充実させることは極めて重要であり、継続して

図書館司書、社会教育主事、社会教育指導員の配置を行います。本町にお

いて、社会教育指導員は文化活動の挺進と小中学校とのパイプ役として位

置付けます。さらに、学芸員に関しては、郷土資料や出土物の整理には専
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門的な知男が求められるので、今後の配置が望まれます。ま疋、学校規模

適正化に伴う空き教室等については、地域の要望・実情などに配慮し、公

民館や文化財の保容・展示施設など、生涯学習唯進のための施設として、

育効活用を図ります。

(主な取り組み〉

①学校規模適正化に伴う、空き教室などの有効活用検討

②コミセン・フラ ットピア ・公民館・図書館の整備

③学習情報提供

④学芸員の配置

⑤社会教育主事と社会教育指導員の配置

⑥図書館司書の配置

⑦地区公民館活動の活性化

施策 (4) 各種教養講座の開催

各種教養講座等の学習活動に参加することは、新たな発男や仲間づくり、

そして生きがいづくりにつながり、 I~\ゆたかな生活を実現します。 そこで、

町民のニーズ、子どちから子育て世代、高齢者まで、僚/マな世代のライフ

ステージに対応レた学習講座を開催します。

〈主な取り組み)

①各種毅費講座の開催

施策 (5) 社会教育施設、教育機関との連携促進

町民の専門的な学習二一ズに対応し、社会教育活動の効率化と事業の質

的向上を図る観点から、他の教育機関との連携が求められています。その

ため、大学、 NPO、民間事業者等と協力体制を構築する必要があります。

また、近隣の国立や県立施設の情報を積極的に町民に提供することで、学

習ニーズの多様化に応えます。

(主な取り組み〉

①大学・ NPO・民間事業者等との連携

②町外の社会毅育施設との連携
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|基本目標 2 子どもを育む地域の教育力の向上|

施策 (1) 異年齢による子どもの体験学習推進

近年の少子化、核家族化に伴い、これまでは日常の子ども同土の集団活動

や、異年齢との交流活動等を通じて、自然に子どもたちが皐に伺けてきだ苅

人能力や社会性、規範意識、基本的生活習慣などを身に付ける機会が減少し

ていると言われています。

そこで、地域の大人疋ちの協力のもと、異なる年齢や異なる学年の子ども

たち同士が、様々な体験活動を集団で行うことで、社会のルールを身につけ、

個性や豊かな人間性を伸ばしていきます。

〈主な取り組み〉

①地域子ども教室 ・キ ッズプラザの充実

②青少年交流事業

施策 (2) 子どもの体験学習指導者の育成 ・支援

地獄子ども教室等の運営を支える指導者は、子どちの学習を支える大きな

力となります。まだ、子どもの学習にかかわることで、指導者白書も学び、

生きがいを見出すことができます。そのため、指導者の発掘やスキルアップ

のための学習会や講習会等を実施します。

(主な取り組み)

①指導者の発掘

②指導者賛成セミナーの開催

施策 (3) 社会毅育と学校教育の連携推進

社会教育と学校教育の連携は戦前より議論され続けてきましだが、十分な連

携は実現されていません。この両者が長所を出し合い、協力して地域全体で子

どもを育む環境づくりをすることは、大きな意義があります。社会教育(家庭-

PTA・地域人材・地区公民館・生涯学習課〉と学校教育が連憶し、地域の力

を結集して子どちを育てる取り組みを行います。
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(主な取り組み〉

①学校・ PTA・地区公民館・学童保育連携による地域子どち教室の開催

②学校応援団と地威子ども教室の連携検討

③図書館と学校の連絡会開催

|基本目標 3 家庭の教育力の向上|

施策(1) 子どもの発達に応じた親の学習機会の提供

近年、親子聞のコミュ二ケーション不足や、適切なしつけの不足など、家

庭における教育機能力T低下していると言われています。国立女性教育会館の

調査によると、我が国は諸外国に比べ、親になるための学習機会が少ないこ

とが明らかになりました。家庭が本来の教育機能を回復できるように、 「親

の学習」等を開催します。

〈主な取り組み〉

① 「親の学習」の開催

②PTAと連携した家庭教育セミナーの開催

施策(2) 家庭教育情報の提供

核家族化・少子化の進展・男性の働き方等の問題から、育児・しつけ等に

関する知識を得ることができずに、不安や悩みを抱えて孤立する親の増加が

社会問題となっています。 そこで、安I~\ して子どちを育てる環境を作るため

に、町ホームページや広報紙を積極的に活用し家庭教育に関する情報を提供

します。

(主な取り組み〉

①広報紙・ホームページを活用した家庭教育情報の提供

施策 (3) 子育て機関の連携および親子の活動機会の提供

本町の行政機関内および地域には、子育てに関係する部署・団体は獄多

くあります。 しかし、各機関・団体の横の連携は十分とはいえず、情報や

目標を共有したり、連携が可能な部分では協力し合うことを検討していく
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!必要があります。まだ、親子の活動機会を通して、親子の触れ合いや、親

同士の交流の機会を設けます。

(主な取り組み〉

①子育てに関する社会教育・母子保健部門・子育て支援センター・保育

園・子育てサークル等の連携支援

②親子教室等の開催

施策 (4) 家庭の教育力向上のための調査研究

家庭教育は、すべての教育の原点であり、その充実が望まれます。社会

教育実践の質的向上には調査・研究が必要不可欠です。そこで、親の学習

や家庭教育セミナ一等の家庭教育に関わる事業の調査研究を行い、その結

果をまとめ、次年度以降の事業に反映させて、全国的にも先進事例となり

うる家庭教育事業の実践を目指します。

(主な取り組み〉

①家庭の教育力向上のための事例研究・調査

|基本目標4 健康づくりとスポーツ推進|

施策 (1) 子どもの体力づくり

近年、子どもたちの体力 1~下、人間関係の希薄化が問題視されています。

その中で、スポーツを通じての体力づくり、また協調性を学15¥意昧でも

スポーツ少年団の奇在は大きなものです。スポーツ少年団の情報をさらに

発信し、子どもだちのやる気、保護者の方々の理解と協力を得ることで、

スポーツ少年団の活性化を図ります。

〈主な取り組み〉

①スポーツ少年団の活動支援と指導者の育成

施策(2) 成人期の健康づくり

成人期は、働き盛りの年代であると同時に、仕事等でのストレスちたま

りやすくなる年代です。個人によって程度は異なりますが簡単な体操やウ
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ォーキング、団体種目での体力づくりや人との交流を深める等、その人に

合った運動をしていくことが重要です。

(主な取り組み〉

①ウォーキング・体操などのスポーツの普及・充実と、スポーツ・保

健・健康部門が連携した事業の実施

施策(3) 高齢期の健康維持

いつまでも元気にはつらつとした生活を送れるように、健康の保持や増

進といった面で、その人に合うスポーツ活動を普及させていく必要があり

ます。運動をしていなかった人ち、日常生活の中で体を動かすことを習慣

づけることが重要です。また、介護等の分野においてち、団体と協力し体

力向上を図ることで介護予防につなげ、健康を維持することを目指します。

(主な取り組み〉

①介護部門と連携した介護予防教育

②健康部門と連携した健康教育

施策(4) 町民の健康増進支援

健康増進のために、スポーツに興昧があるが伺をやろうか迷っている、

新しいスポーツを始めたい等の方々に向けた各種スポーツ教室を開催しま

す。スポーツ教室を通じて新しいスポーツに興味を持ち、日々の生活の申

でも活動していくきっかけを作ることを目指します。また、スポーツサー

クルも多く存在するので、町民からの問合せに対して希望されるサークル

の了解を得た中で積極的に情報提供します。

(主な取り組み〉

①健康増進のだめのスポーツ教室等開催

|基本目標 5 文化芸術振興と伝統文化の継京|

施策(1) 文化・芸術活動の売実

芸術文化活動を進めていくことは、芸術文化が広がるだけでなく、活動を
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通して地域が活性化するき っかけになります。そのため、芸術文化活動の発

表の揚である中央文化展を充実させます。また、文芸活動にだれでち親しみ、

創作活動が活性化するよう「文芸かわじま」を発行します。

〈主な取り組み〉

①中央文化展・生涯学習町民ふれあいフ工スティパルの充実

② 「文芸かわじまJの充実

施策(2) 文化財の保護・活用

地域社会が活性化していくためには、そこに暮らす住民が自らの地域に関

Il)¥を持つことが大切です。文化財に触れることや、かつての暮らしぶりを知

ることを通して郷土を理解し、本町に愛着を感じることができるような学習

機会を充実させます。

〈主な取り組み〉

①新たな町指定文化財への調査・様討

②既惇施設を利用した資料館の整備

③文化財マップ・案内版・解説資料等の作成

④古農具・古民具の収集・保管と展示

|基本目標6 地域社会の変化に対応する学習の推進|

施策 (1) 男女共同参画に関する学習

男女がお互いを尊重するとともに、 責任を分かち合い、あらゆる分野でそ

の個性と能力を発揮できる、男女共同参画社会の実現が望まれています。し

かし、性別による固定的な役割分業意識に根ざした考え方がいまだに残って

います。あらゆる揚面で、男女が対等なパートナーとして、自分らレく生き

ることができるように学習機会を充実します。

(主な取り組み〉

①男女共同参画に関する学習機会の充実

②男性の子育て参加に関する学習の充実

③男女共同参画に関する情報の提供
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施策(2) 人権学習

人権が尊重され、差別や偏見のない、思いやりのある社会を築いていくこ

とが求められています。そのためには、人権意識の高湯と差別意識の解消に

向けた学習が不司欠です。そのため、関係機関等との連携を深めながら、啓

発活動や多様な揚での学習機会を通して、人権学習を推進します。

(主な取り組み〉

①人権教育講演会の開催

②視聴覚メディアの充実

施策 (3) 国際交流の准進

本町に暮らす外国籍のかたの叡は増加傾向にあります。出身国ち広範囲に

わたり、地域社会の中で僚/マな文化が混在しています。地域に暮らすすべて

のかたが理解し合い、尊重し合うためには、相Eの文化を理解する必要があ

ります。そのため、青年期の国際交流を充実させることで、国際人としての

資質をはぐくみ、地域の国際化に対応します。

また、 2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを契

機に、国際交流の機運をさらに高め、通訳ボランティア等の養成を進めま

す。

〈主な取り組み〉

①ホームステイの受入・ホストファミリーの確保

②通訳・語学ボランティアの養成

③地域における国際交流の推進

施策(4) 情報化社会に対応する学習

情報化の流れは家庭にち波及し、特にパソコン・インターネットの普及は

一気に加速しました。このような情報化は生活の一部として組み込まれ、今

後ち更に発展していくことが予測されます。そのため、情報活用能力を高め

るための学習機会を提供します。
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(主な取り組み〉

①パソコン・インターネットに関する講座の開催

施策 (5) ボランティア活動の推進

生涯学習で学んだ成果をボランティアとして活かすことは、生涯学習が持

続的に発展する要因であり、生きがいづくりにつながります。また、ボラン

ティア活動の教育的な側面ち注目されつつあり、これらの自主的・自発的な

活動を支援し、活動の環を大きくしていく必要があります。

〈主な取り組み〉

①人材パンクの充実と活用

②ボランティアの賛成、活動場所の紹介・相談支援

③成人式実行委員経験者との連携

④学校応援団 ・学校ボランティフフの充実

施策 (6) 図書館機能を活かした学習支援

図書館では、生涯学習の土台を支える組織として、蔵書の充実を図り、

構築されたネットワークを活かして、すべての年代の町民に課題解決のた

めの情報を提供していきます。

(主な取り組み〉

①課題解決のための情報提供

②県立及び近隣図書館とのネットワークを活かしたレファレンスサー

ピスの充実

③本に親しむための学習機会の提供
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第5章 計画の成果を計る指標

近年、行政計画全般において、その評価の重要性が述べられています。 実

際の事業は行政計画に基づいて実施され、結果を評価し、その評価結果をも

とに次の計画に反映されます。これまでの川島町の生涯学習への取り組みの

実績をさらに向上させるには、事業評価を適切に実施していくことが必要で

す。評価に関しては、妥当性のある評価手法が淳在しないことや、よりよい

評価を行うには、大変な労力が必要になるなど課題はありますが、「学習プロ

グラム」、「年間事業計画Ji生涯学習推進総合計画」の評価をできるかぎり行

います。適切な評価手法がない点を考慮し、定量(鍛量〉評価および定性(記

述〉評価、審議会委員による第三者評価を行い、今後の事業改善に活かせる

よう取り組みます。

*計画に基づいて施策と予算が決定される。そして、実施しだ施策

を評価し、その結果が次の計画に反映される。社会教育の分野では、

事業評価が十分に行われていないため、次期計画に反映されす、事

業の質的向上が的確に図られてこなかったと言われている。

計画 → 施策・予算 → 評価(企)
A I 

フィードパック
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第5次川島町生涯学習推進総合計画G)概事

に
基本理念

向 3つの観点

1人ひとりの輝きで ・学習活動のきっかけづくり
.多様な学習機会の提供

つなげる未来のまちづくり ・学びを活かしたコミュニティづくり

基本目標
1 生きがし、づく

りと多様な学
習活動の振興
と支援

2 -=t-C:" t -a:'育む
地域の教育力
の向上

¥....ノ

主要施策 i 主な取り組み
! ( 1 )社会教育委員等の活動 i①社会教育委員 ・生涯学習推進会議の活動

推進 ! 推進

~ ( 2 )社会教育団体の育成と ;①文化協会 ・体育協会の活動支援
活動支援 ;②サークノレ活動団体の育成と支援

;③活動団体の主催する自主講座の開催支援

;④子ども会活動の充実と活動支援

l (3)生涯学習推進体制の整備;①学校規模適正化に伴う、空き教室などの
; 有効活用検討
;②コミセン ・フラットピア ・公民館 ・図書

館の整備
;③学習情報提供

i④学芸員の配置

i⑤社会教育主事と社会教育指導員の
; 配置
;⑥図書館司書の配置

j⑦地区公民館活動の活性化

l (4)各種教養講座の開催 i①各種教養講座の開催

~ ( 5 )社会教育施設、教育機関;①大学 ・NPO・民間事業者等との連携
との連携促進 i②町外の社会教育施設との連携

l ( 1 )異年齢による子どもの ;①地域子ども教室 ・キッズプラザの充実
体験学習推進 j②青少年交流事業

! (2)子どもの体験学習指導者;①指導者の発掘

の育成・支援 ;②指導者養成セミナーの開催

l (3)社会教育と学校教育の j①学校 .PTA・地区公民館 ・学童保育
連携推進 j 連携による地域子ども教室の開催

j②学校応援団と地域子ども教室の連携検討
j③図書館と学校の連絡会開催



基本目標
3 家庭の教育力

の向上

4 健康づくりと
スポーツ推進

5 文化芸術振興
と伝統文化の
継承

6 地域社会の変
化に対応する
学習の推進

; 主要施策
1 (1)子どもの発達に応じた
j 親の学習機会の提供

1 ( 2 )家庭教育情報の提供

主盃JDlI.J面再
lCD r親の学習j の開催
;②PTAと連携した家庭教育セミナーの
j 開催

;①広報紙・ホームページを活用した家庭
; 教育情報の提供

1 ( 3 )子育て機関の連携および j①子育てに関する社会教育・母子保健部門
j 親子の活動機会の提供 ; 子育て支援センター ・保育園

: 子育てサークル等の連携支援
:②親子教室等の開催

~ (4 )家庭の教育力向上 ;①家庭の教育力向上のための事例研究 ・調査
のための調査研究 j 

l (l)子どもの体力づくり j①スポーツ少年団の活動支援と指導者の
; 育成

l (2)成人期の健康づくり :①ウォーキング・体操などスポーツの
; 普及 ・充実と、スポーツ ・保健・健
j 康部門が連携した事業の実施

~ ( 3)高齢期の健康維持 ;①介護部門と連携した介護予防教育
;②健康部門と連携した健康教育

j(4)町民の健康増進支援 j①健康増進のためのスポーツ教室等開催

・一一一 ・1!: i①中央文化展 ・生涯学習町民ふれあいフェ1 (1)文化・ 芸術桔靭の充芙

~ ( 2 )文化財の保護 ・活用

バ1)男女共同参画に闘示る
学習

i (2)人権学習

! (3)国際交流の推進

1 (4)情報化社会に対応する
学習

! (5)ボランティア活動の推進

l (6)図書館機能を活かした
学習支援

; スティパノレの充実
;②「文芸かわじま」の充実

;①新たな町指定文化財への調査 ・検討

;②既存施設を利用した資料館の整備

;③文化財マップ・案内版・解説資料等の作成
;@古農具 ・古民具の収集・保管と展示

j①男女共同参画に関する学習機会の充実
j②男性の子育て参加に関する学習の充実
:③男女共同参画に関する情報の提供

;①人権教育講演会の開催
i②視聴覚メディアの充実

;①ホームステイの受入 ・ホストファミリー

! の確保
!②通訳・語学ボランティアの養成

;③地域における国際交流の推進

j①パソコン ・イ ンターネットに関する
講座の開催

j①人材パンクの充実と活用

;②ボランティアの養成、活動場所の紹介 ・相談支援
j③成人式実行委員経験者との連携

1@)学校応援団、学校ボランティアの充実

;①課題解決のための情報提供
;②県立及び近隣図書館とのネットワークを
j 活かしたレファレンスサービスの充実
;③本に親しむための学習機会の提供
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